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第２回南相馬市教育委員会定例会会議録 

１ 開催日 

  令和７年２月１４日（金） 
 
２ 場 所 

  南相馬市役所 東庁舎２階 第１会議室 
 
３ 会議時間 

  開会 午後 １時３０分 
  閉会 午後 ３時２５分 
 
４ 出席者 

  教 育 長 大和田 博 行   
  委      員 金 子 まゆみ 
  委      員 山 邉 彰 一 

  
５ 欠席者 

 教育長職務代理者 髙 野 惠以子 
 委      員 和 田 菜 子 

 
６ 説明のため出席した者の職氏名 

  教育委員会事務局長 宝 玉 光 之   次長兼教育総務課長 大 石 雄 彦 
教育委員会事務局政策主幹 高 野 雅 伸      参事兼学校教育課長 矢 内 信 男   

参 事 兼 指 導 主 事 村 上 潤 一      教育企画担当課長 熊 坂 真 利   

文 化 財 課 長 川 田   強   生 涯 学 習 課 長 鈴 木 隆 一   

参事兼中央図書館長 石 川 智 浩     
   

７ 傍聴人 

 ０人 
 
８ 書 記 

  教育総務課総務係長 加藤安枢子 
 
９ 報告事項及び議案 

  議案第 ３号 南相馬市語学指導を行う外国青年任用規則の一部を改正する規則の

制定について 

議案第 ４号 南相馬市学校教育支援センター設置要綱の一部を改正する訓令の 

制定について 

議案第 ５号 相馬市立博物館規則の一部を改正する規則の制定について 

議案第 ６号 南相馬市地域学校協働活動実施要綱の一部を改正する告示の制定 

について 

議案第 ７号 令和７年度南相馬市立図書館事業計画について 
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議案第 ８号 令和６年度南相馬市一般会計３月補正予算の要求について（非公開） 

議案第 ９号 令和６年度南相馬市育英資金貸付特別会計３月補正予算の要求につ 

       いて（非公開） 

議案第１０号 南相馬市第三次教育振興基本計画令和７年度実施計画を定める件 

について（非公開） 

議案第１１号 令和７年度南相馬市一般会計当初予算の要求について（非公開） 

議案第１２号 令和７年度南相馬市育英資金貸付特別会計当初予算の要求について

（非公開） 

 

午後１時３０分 開会 
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○教育長 

只今から令和７年第２回南相馬市教育委員会定例会を開催いたします。 

髙野教育長職務代理者と和田委員は都合により欠席となりますが、出席委員は定数に

達しておりますので、会議を開催して参ります。それでは「議事日程第１ 会期及び

議事日程の決定」についてですが、会期は本日１日限り、議事日程はお手元の資料の

とおりといたし、また、議案の性格上、議案第８号から議案第１２号までを非公開と

いたしたいと思います。 

南相馬市教育委員会会議規則第１２条の規定によりお諮りいたします。議案第８号

から議案第１２号までを非公開とすることに御異議ございませんか。 

 

  （「異議なし」の声あり） 

 

○教育長 

  御異議なしと認めます。 

  次に、「議事日程第２ 書記の指名」についてですが、教育総務課加藤係長を指名い

たします。 

  次に、「議事日程第３ 諸般の報告」に入ります。 

まず、教育総務課所管事項の報告をお願いします。 

 

○教育総務課長 

（説 明） 

 

○教育長 

  只今、説明のありました報告について御質問等ございませんか。 

 

  （「なし」の声あり） 

 

○教育長 

  それでは、御質問等がないようですので、次に学校教育課所管事項の報告をお願い

します。 

 

○学校教育課長 

（説 明） 

 

○教育長 

  只今、説明のありました報告について御質問等ございませんか。 

 

  （「なし」の声あり） 
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  それでは、御質問等がないようですので次に文化財課所管事項の報告をお願いしま

す。 

 

○文化財課長 

（説 明） 

 

○教育長 

  只今、説明のありました報告について御質問等ございませんか。 

 

  （「なし」の声あり） 

 

○教育長 

  それでは、御質問等がないようですので、次に生涯学習課所管事項の報告をお願い

します。 

 

○生涯学習課長 

（説 明） 

 

○教育長 

  只今、説明のありました報告について御質問等ございませんか。 

 

  （「なし」の声あり） 

 

○教育長 

  それでは、御質問等がないようですので、次に中央図書館所管事項の報告をお願い

します。 

 

○中央図書館長 

（説 明） 

 

○教育長 

  只今、説明のありました報告について御質問等ございませんか。 

 

  （「なし」の声あり） 

 

○教育長 

  それでは、御質問等がないようですので、次に教育長事務報告をお願いします。 
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○教育総務課長 

（説 明） 

 

○教育長 

  只今、説明のありました報告について御質問等ございませんか。 

 

  （「なし」の声あり） 

 

○教育長 

  御質問等ございませんので、議事日程第４提出議案の説明及び審議に入ります。 

はじめに、議案第３号「南相馬市語学指導を行う外国青年任用規則の一部を改正す

る規則の制定について」を議題といたします。議案内容の説明を求めます。 

 

○教育企画担当課長 

  （説 明） 

 

○教育長 

  只今、説明のありました議案について質疑を行います。 

  御意見、御質問等をお願いいたします。 

 

  （「なし」の声あり） 

 

○教育長 

  なければここで質疑を終了します。 

  お諮りいたします。只今提案のありました、議案第３号について、原案のとおり決

定することに御異議ございませんか。 

 

 （「異議なし」の声あり） 

 

○教育長 

 御異議なしと認め、議案第３号については原案のとおり決定いたします。 

  次に、議案第４号「南相馬市学校教育支援センター設置要綱の一部を改正する訓令

の制定について」を議題といたします。議案内容の説明を求めます。 

 

○学校教育課長 

  （説 明） 
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○教育長 

  只今、説明のありました議案について質疑を行います。 

  御意見、御質問等をお願いいたします。 

 

  （「なし」の声あり） 

 

○教育長 

  なければここで質疑を終了します。 

  お諮りいたします。只今提案のありました、議案第４号について、原案のとおり決

定することに御異議ございませんか。 

 

 （「異議なし」の声あり） 

 

○教育長 

 御異議なしと認め、議案第４号については原案のとおり決定いたします。 

次に、議案第５号「南相馬市立博物館規則の一部を改正する規則の制定について」

を議題といたします。内容の説明を求めます。 

 

○文化財課長 

  （説 明） 

 

○教育長 

  只今、説明のありました議案について質疑を行います。 

  御意見、御質問等をお願いいたします。 

 

○教育長 

  改正後の第１７条第２項第２号に「その他館長が適当と認める者」を追加します

が、今ほどの課長の説明では、小学校や生涯学習団体を想定しているとのことです。

これについて別途内規で定めることとなりますか。 

 

○文化財課長 

  現時点では内規を定めることはございません。喫緊の課題としては、小学校等の公

共施設に博物館資料を貸出すことができないということがありますので、これを優先

的に進めることとなります。規則改正後は博物館協議会の意見も踏まえて、ほかの民

間団体や生涯学習施設、例えば民間企業等に貸出すこともあり得ると思います。甲冑

を展示したい、などといった申請もあり得ますので、範囲を指定するのではなく、あ

えて「館長が適当と認める者」として、今後は資料の保存と安全な管理が前提となり

ますが、収集展示委員や博物館協議会などと協議を進めながら、今後内規的なものを
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整理して参りたいと考えております。 

 

○教育長 

  考え方についてはわかりました。その場合、貸出する範囲については、市内とか相

双地区、県内、全国等といった想定はありますか。 

 

○文化財課長 

  現在、実際に海外からも甲冑の貸出依頼があります。日本の博物館法に規定する博

物館ではありませんが、来年度以降といったことで依頼は来ております。そのため範

囲を定めることは難しいと考えております。ただしその中で今後どのようなことが問

題となるのか、より広く活用されることは喜ばしいことでありますので、あらゆる可

能性を考えながら、基準等を考えて参ります。 

 

○教育長 

  只今の内容をお聞きになって、委員の皆様から御質問等ございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○教育長 

  なければここで質疑を終了します。 

  お諮りいたします。只今提案のありました、議案第５号について、原案のとおり決

定することに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○教育長 

 御異議なしと認め、議案第５号については原案のとおり決定いたします。 

次に、議案第６号「南相馬市地域学校協働活動実施要綱の一部を改正する告示の制

定について」を議題といたします。内容の説明を求めます。 

 

○生涯学習課長 

  （説 明） 

 

○教育長 

  只今、説明のありました議案について質疑を行います。 

  御意見、御質問等をお願いいたします。 

 

  （「なし」の声あり） 
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○教育長 

  なければここで質疑を終了します。 

お諮りいたします。只今提案のありました、議案第６号について、原案のとおり決定

することに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○教育長 

 御異議なしと認め、議案第６号については原案のとおり決定いたします。 

次に、議案第７号「令和７年度南相馬市立図書館事業計画について」を議題といた

します。内容の説明を求めます。 

 

○中央図書館長 

  （説 明） 

 

○教育長 

  只今、説明のありました議案について質疑を行います。 

  御意見、御質問等をお願いいたします。 

 

  （「なし」の声あり） 

 

○教育長 

  なければここで質疑を終了します。 

お諮りいたします。只今提案のありました、議案第７号について、原案のとおり決

定することに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○教育長 

 御異議なしと認め、議案第７号については原案のとおり決定いたします。 

次に、議案第８号「令和６年度南相馬市一般会計３月補正予算の要求について」を

議題といたします。内容の説明を求めます。 

 

○教育総務課長 

  （説 明） 

 

○教育長 

  只今、説明のありました議案について質疑を行います。 
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  御意見、御質問等をお願いいたします。 

 

 （「なし」の声あり） 

 

○教育長 

  なければここで質疑を終了します。 

お諮りいたします。只今提案のありました、議案第８号について、原案のとおり決

定することに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○教育長 

 御異議なしと認め、議案第８号については原案のとおり決定いたします。 

次に、議案第９号「令和６年度南相馬市育英資金貸付特別会計３月補正予算の要求

について」を議題といたします。内容の説明を求めます。 

 

○教育総務課長 

  （説 明） 

 

○教育長 

  只今、説明のありました議案について質疑を行います。 

  御意見、御質問等をお願いいたします。 

 

  （「なし」の声あり） 

 

○教育長 

  なければここで質疑を終了します。 

お諮りいたします。只今提案のありました、議案第９号について、原案のとおり決

定することに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○教育長 

 御異議なしと認め、議案第９号については原案のとおり決定いたします。 

次に、議案第１０号「南相馬市第三次教育振興基本計画令和７年度実施計画を定め

る件について」を議題といたします。内容の説明を求めます。 
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○教育総務課長 

  （説 明） 

 

○教育長 

  只今、説明のありました議案について質疑を行います。 

  御意見、御質問等をお願いいたします。 

 

 （「なし」の声あり） 

 

○教育長 

  なければここで質疑を終了します。 

お諮りいたします。只今提案のありました、議案第１０号について、原案のとおり決

定することに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○教育長 

 御異議なしと認め、議案第１０号については原案のとおり決定いたします。 

次に、議案第１１号「令和７年度南相馬市一般会計当初予算の要求について」を議

題といたします。内容の説明を求めます。 

 

○教育総務課長、学校教育課長、教育企画担当課長、文化財課長、生涯学習課長、中央

図書館長 

  （説 明） 

 

○教育長 

  只今、説明のありました議案について質疑を行います。 

  御意見、御質問等をお願いいたします。 

 

  （「なし」の声あり） 

 

○教育長 

  なければここで質疑を終了します。 

 

お諮りいたします。只今提案のありました、議案第１１号について、原案のとおり決

定することに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 
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○教育長 

 御異議なしと認め、議案第１１号については原案のとおり決定いたします。 

次に、議案第１２号「令和７年度南相馬市育英資金貸付特別会計当初予算の要求に

ついて」を議題といたします。内容の説明を求めます。 

 

○教育総務課長 

  （説 明） 

 

○教育長 

  只今、説明のありました議案について質疑を行います。 

  御意見、御質問等をお願いいたします。 

 

  （「なし」の声あり） 

 

○教育長 

  なければここで質疑を終了します。 

お諮りいたします。只今提案のありました、議案第１２号について、原案のとおり

決定することにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○教育長 

 御異議なしと認め、議案第１２号については原案のとおり決定いたします。 

  本日の議案は以上となります。 

次に、「議事日程第５ その他」に入ります。 

 

○教育総務課長 

  （説 明） 

 

○教育長 

  今後の日程について、御確認をお願いいたします。 

  その他ございませんか。 

 

 （「なし」の声あり） 

 

○教育長 

 ないようですので以上をもちまして南相馬市教育委員会定例会を閉会といたします。 

午後３時２５分 閉会 


